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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外装体の内側に設けられ、吸気口から排気口へ気体を移送する気体移送機構に用いられ
るロータであって、
　前記気体移送機構は、ねじ溝スペーサと前記ロータの円筒部に形成されたねじ溝式ポン
プ用ロータからなり、前記ねじ溝スペーサのみにねじ溝が形成されたねじ溝式ポンプ部を
含み、前記円筒部に補強リング部材が配設され、
　前記補強リング部材が前記円筒部の下端に配設されているか、又は、前記円筒部の前記
補強リング部材が配設された部分より下方に、下方に行くに従って前記円筒部の前記補強
リング部材が配設された部分よりも縮径するテーパ部が設けられており、
　前記補強リング部材は、前記円筒部において、前記ねじ溝式ポンプ部又は該ねじ溝式ポ
ンプ部から下側へ延長された延長部に配設され、
　前記ロータは前記補強リング部材が配設される位置を設定する位置決め構造を備え、
　前記位置決め構造は、
　前記ロータの前記円筒部の側面に、前記補強リング部材と当接するように形成された突
起部又は前記テーパ部のうち少なくともいずれか１を有することを特徴とするロータ。
【請求項２】
　前記位置決め構造は、前記ロータの前記円筒部の前記側面の前記補強リング部材が配設
される位置に、下方に行くに従い縮径するテーパ形状を有することを特徴とする請求項１
に記載のロータ。
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【請求項３】
　前記補強リング部材は、前記ロータの前記円筒部の側面と対向する側に、Ｃ面取り、Ｒ
形状、又はテーパ形状のうち少なくとも１が施されていることを特徴とする請求項１又は
請求項２に記載のロータ。
【請求項４】
　前記補強リング部材は、前記ロータの前記円筒部の側面と対向しない側に、前記排気口
の側に行くに従い外径が小さくなるような形状が施されていることを特徴とする請求項１
から請求項３のいずれか１項に記載のロータ。
【請求項５】
　前記補強リング部材は、繊維強化部材で製造されることを特徴とする請求項１から請求
項４のいずれか１項に記載のロータ。
【請求項６】
　前記補強リング部材は、圧入、焼き嵌め、又は冷やし嵌めにより前記円筒部と嵌合する
嵌合部、又は接着により前記円筒部に接着される接着部を備えることを特徴とする請求項
１から請求項５のいずれか１項に記載のロータ。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれか１項に記載のロータと、前記外装体と、前記外装体の
内側に配設され、前記ロータと共に前記気体移送機構を形成する固定部と、を備えること
を特徴とする真空ポンプ。
【請求項８】
　前記固定部は、長内径部と前記長内径部よりも内径が小さく形成された短内径部とで形
成される内径寸法変化部を更に有することを特徴とする請求項７に記載の真空ポンプ。
【請求項９】
　前記固定部の内径寸法変化部は、前記長内径部及び前記短内径部により、前記ロータの
円筒部に嵌合された前記補強リング部材と前記固定部とで形成されるクリアランスを一定
に保つことを特徴とする請求項８に記載の真空ポンプ。
【請求項１０】
　前記ロータの外周面から放射状に配設された回転翼を更に有し、
　前記位置決め構造は、前記回転翼の最下段の回転翼であることを特徴とする請求項７か
ら請求項９のいずれか１項に記載の真空ポンプ。
【請求項１１】
　前記ロータの外周面から放射状に配設された回転翼を更に有し、
　前記位置決め構造は、前記突起部と前記回転翼の最下段の回転翼とが一体に形成されて
いることを特徴とする請求項７から請求項９のいずれか１項に記載の真空ポンプ。
【請求項１２】
　前記補強リング部材の最外径部が前記固定部の前記短内径部よりも大きく設定されて配
設される場合に、前記固定部の少なくとも前記短内径部分を縦に分割して組み立てること
を特徴とする請求項８又は請求項９に記載の真空ポンプの組立方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ロータ及び真空ポンプに関し、特に、ロータの回転体円筒部を補強するロー
タ円筒部補強リングを有し、更に、当該ロータ円筒部補強リングの位置決めを容易にする
構造を有するロータ、当該ロータを内包する真空ポンプ、及び、当該真空ポンプの組立方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　各種ある真空ポンプには、高真空の環境を実現するために多用されるものとして、ター
ボ分子ポンプやねじ溝式ポンプがある。
　この高真空の環境を実現する真空ポンプは、吸気口及び排気口を備えた外装体を形成す
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るケーシングを備えている。そして、このケーシングの内部には、当該真空ポンプに排気
機能を発揮させる構造物が収納されている。この排気機能を発揮させる構造物は、大きく
分けて、回転自在に軸支された回転部（ロータ部）とケーシングに対して固定された固定
部（ステータ部）から構成されている。
　例えば、ターボ分子ポンプの場合、回転部は、回転軸及びこの回転軸に固定されている
回転体からなり、回転体には、放射状に設けられたロータ翼（動翼）が多段に配設されて
いる。また、固定部には、ロータ翼に対して互い違いにステータ翼（静翼）が多段に配設
されている。
　また、回転軸を高速回転させるためのモータが設けられており、このモータの働きによ
り回転軸が高速回転すると、ロータ翼とステータ翼との相互作用により気体が吸気口から
吸引され、排気口から排出されるようになっている。
【０００３】
　近年、こうした真空ポンプなどの高速回転機械において、性能向上や小型化の観点から
、更なる高速回転が求められている。
　しかしながら、高速回転によって性能向上が実現する一方で、外部からの異常振動や内
部における異常事態が原因で真空ポンプが破壊された場合に、破壊エネルギー（破壊トル
ク）が大きくなる場合があり、その対策が急務となっている。
【０００４】
　また、こうした真空ポンプなどの高速回転機械は、高い組立性能が必要とされる。
　特に、ターボ分子ポンプのねじ溝排気部は、所用の排気性能を達成する為に、回転部と
固定部が非常に狭いクリアランスで構成されている。
　ここで、真空ポンプの異常時の破壊トルクの低減対策としては、下記の先行文献記載の
技術がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－２１４５５８
【０００６】
　特許文献１には、ロータの外周にリング部材を設けた真空ポンプの構造、及びそのリン
グ部材をロータ円筒部に取り付ける取り付け方が記載されている。
　より詳しくは、上記特許文献１には、ロータの円周部分にリング部材を設けることで、
真空ポンプのロータに発生した亀裂などが原因で破壊が起こった場合であっても、当該リ
ング部材が配設されたところでその亀裂を一旦停止させて亀裂の進行を抑止することがで
き、また、リング部材はロータとは別部材なので、リング部材自体が分裂したとしてもそ
の破壊トルクは大幅に低減することができる技術について記載されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１の構成では、実用化にあたって以下（１）～（３）に挙げる
ような問題が生じる。
　図１２は、従来技術を説明するための図である。
（１）軸方向に長い円筒構造をもつターボ分子ポンプ２０００のロータ円筒外周部２００
１に、図１２に示したようにリング部材２００２を嵌め込んだ場合、正確に取り付けられ
ていないとバランス調整が難しくなることが考えられる。例えば、リング部材２００２が
少しでも斜めに取りつけられてしまうと、ロータのバランスが崩れ（バランスが悪くなり
）、その結果、ターボ分子ポンプ２０００は安定した運転ができなくなってしまう虞があ
る。
　また、焼き嵌めによる取り付け方法が記載されているが、焼き嵌めによる取り付け方法
は、真空ポンプが大型になればなるほど、その焼き嵌め作業は困難になってしまう虞があ
る。
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（２）リング部材２００２をロータの円筒外周部２００１に配設する位置を決める位置決
め構造等が無いので、リング部材２００２を所定位置に正確に固定するためには専用治具
などが必要になる。
（３）リング部材２００２の外径が、ロータ円筒外周部２００１の外径よりも大きい場合
は、従来（即ち、リング部材２００２が配設されていない場合）よりも、ねじ溝スペーサ
２００３とのクリアランスを大きくする必要が生じ、その結果、排気性能が低下する虞が
ある。特に、ロータ円筒外周部２００１の下側にリング部材２００２を設ける場合は、こ
うしたクリアランスの増加によるターボ分子ポンプ２０００の性能低下の割合は大きくな
る可能性が高い。
【０００８】
　そこで、本発明は、ロータ円筒部補強リングを有し、更に、当該補強リングの位置決め
を容易にする構造を有するロータ、当該ロータを内包する真空ポンプ、及び、当該真空ポ
ンプの組立方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１記載の発明では、外装体の内側に設けられ、吸気口から排気口へ気体を移送す
る気体移送機構に用いられるロータであって、前記気体移送機構は、ねじ溝スペーサと前
記ロータの円筒部に形成されたねじ溝式ポンプ用ロータからなり、前記ねじ溝スペーサの
みにねじ溝が形成されたねじ溝式ポンプ部を含み、前記円筒部に補強リング部材が配設さ
れ、前記補強リング部材が前記円筒部の下端に配設されているか、又は、前記円筒部の前
記補強リング部材が配設された部分より下方に、下方に行くに従って前記円筒部の前記補
強リング部材が配設された部分よりも縮径するテーパ部が設けられており、前記補強リン
グ部材は、前記円筒部において、前記ねじ溝式ポンプ部又は該ねじ溝式ポンプ部から下側
へ延長された延長部に配設され、前記ロータは前記補強リング部材が配設される位置を設
定する位置決め構造を備え、前記位置決め構造は、前記ロータの前記円筒部の側面に、前
記補強リング部材と当接するように形成された突起部又は前記テーパ部のうち少なくとも
いずれか１を有することを特徴とするロータを提供する。
　請求項２記載の発明では、前記位置決め構造は、前記ロータの前記円筒部の前記側面の
前記補強リング部材が配設される位置に、下方に行くに従い縮径するテーパ形状を有する
ことを特徴とする請求項１に記載のロータを提供する。
　請求項３記載の発明では、前記補強リング部材は、前記ロータの前記円筒部の側面と対
向する側に、Ｃ面取り、Ｒ形状、又はテーパ形状のうち少なくとも１が施されていること
を特徴とする請求項１又は請求項２に記載のロータを提供する。
　請求項４記載の発明では、前記補強リング部材は、前記ロータの前記円筒部の側面と対
向しない側に、前記排気口の側に行くに従い外径が小さくなるような形状が施されている
ことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載のロータを提供する。
　請求項５記載の発明では、前記補強リング部材は、繊維強化部材で製造されることを特
徴とする請求項１から請求項４のいずれか１項に記載のロータを提供する。
　請求項６記載の発明では、前記補強リング部材は、圧入、焼き嵌め、又は冷やし嵌めに
より前記円筒部と嵌合する嵌合部、又は接着により前記円筒部に接着される接着部を備え
ることを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項に記載のロータを提供する。
　請求項７記載の発明では、請求項１から請求項６のいずれか１項に記載のロータと、前
記外装体と、前記外装体の内側に配設され、前記ロータと共に前記気体移送機構を形成す
る固定部と、を備えることを特徴とする真空ポンプを提供する。
　請求項８記載の発明では、前記固定部は、長内径部と前記長内径部よりも内径が小さく
形成された短内径部とで形成される内径寸法変化部を更に有することを特徴とする請求項
７に記載の真空ポンプを提供する。
　請求項９記載の発明では、前記固定部の内径寸法変化部は、前記長内径部及び前記短内
径部により、前記ロータの円筒部に嵌合された前記補強リング部材と前記固定部とで形成
されるクリアランスを一定に保つことを特徴とする請求項８に記載の真空ポンプを提供す
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る。
　請求項１０記載の発明では、前記ロータの外周面から放射状に配設された回転翼を更に
有し、前記位置決め構造は、前記回転翼の最下段の回転翼であることを特徴とする請求項
７から請求項９のいずれか１項に記載の真空ポンプを提供する。
　請求項１１記載の発明では、前記ロータの外周面から放射状に配設された回転翼を更に
有し、前記位置決め構造は、前記突起部と前記回転翼の最下段の回転翼とが一体に形成さ
れていることを特徴とする請求項７から請求項９のいずれか１項に記載の真空ポンプを提
供する。
　請求項１２記載の発明では、前記補強リング部材の最外径部が前記固定部の前記短内径
部よりも大きく設定されて配設される場合に、前記固定部の少なくとも前記短内径部分を
縦に分割して組み立てることを特徴とする請求項８又は請求項９に記載の真空ポンプの組
立方法を提供する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、ロータ円筒部補強リングを有し、更に、当該補強リングの位置決めを
容易にする構造を有するロータを提供することができる。
　また、当該ロータを内包する真空ポンプ、及び、真空ポンプの組立方法を提供すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１～第５実施形態に係るターボ分子ポンプの概略構成例を示した図で
ある。
【図２】本発明の第１実施形態に係る位置決め構造の拡大図である。
【図３】本発明の第１実施形態の変形例に係る位置決め構造の拡大図である。
【図４】本発明の第２実施形態に係るロータ円筒部の拡大図である。
【図５】本発明の第３実施形態に係るクリアランス一定構造を説明するための図である。
【図６】本発明の第３実施形態に係る構造が、ロータ円筒部における軸方向下側にある場
合を説明するための図である。
【図７】本発明の第４実施形態に係るロータ円筒部補強リングを説明するための図である
。
【図８】本発明の第５実施形態に係るロータ円筒部補強リングを説明するための図である
。
【図９】本発明の第６実施形態に係る分割構造を説明するための図である。
【図１０】本発明の第６実施形態に係る分割構造を説明するための図である。
【図１１】本発明の第１～第６実施形態に係るねじ溝式ポンプの概略構成例を示した図で
ある。
【図１２】従来技術を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
（ｉ）実施形態の概要
　本発明の実施形態に係る真空ポンプでは、上述した課題を解決するために以下（１）～
（６）の技術的特徴を有する。
（１）ロータ円筒部補強リング（リング部材）の位置決めがなされ易いように、ロータ円
筒部補強リングの位置決め構造を設ける。
（２）ロータとロータ円筒部補強リングとの嵌め合い作業が行われ易いように、ロータの
円筒部にテーパを設けた位置決め構造を設ける。
（３）ロータの円筒部と対面する固定部とのクリアランスが広がらないように、ねじ溝ス
ペーサの方にロータ円筒部補強リングの形状に合わせた構造（即ち、クリアランス一定構
造）を設ける。
（４）ロータとロータ円筒部補強リングとの嵌め合い作業が行われ易いように、ロータ円
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筒部補強リングの内周側に以下（ａ）～（ｄ）の少なくとも１つの嵌め合い簡易化構造を
設けた位置決め構造を設ける。
　（ａ）Ｃ面取り
　（ｂ）Ｒ形状
　（ｃ）テーパ形状
（５）ポンプのコンダクタンスが低下しないように、ロータ円筒部補強リングの外周側を
流線形状（下側を切断した形状）にする。
（６）上記（１）～（５）の位置決め構造を備える真空ポンプを組み立てる際に、当該真
空ポンプの固定部品の一部を縦割りの分割構造にする。
【００１３】
（ｉｉ）実施形態の詳細
　以下、本発明の好適な実施の形態について、図１～図１０を参照して詳細に説明する。
　なお、本実施形態では、真空ポンプの一例として、ターボ分子ポンプ部とねじ溝式ポン
プ部を備えた、いわゆる複合型のターボ分子ポンプを用いて説明する。
　また、本実施形態は、ねじ溝式ポンプ部のみを有する真空ポンプ（図１０）や、ねじ溝
が回転体側に設けられた真空ポンプに適用しても良い。
【００１４】
　図１は、本発明の第１実施形態に係るターボ分子ポンプ１の概略構成例を示した図であ
る。
　なお、図１は、ターボ分子ポンプ１の軸線方向の断面図を示している。
　ターボ分子ポンプ１のケーシング２は、略円筒状の形状をしており、ケーシング２の下
部（排気口６側）に設けられたベース３と共にターボ分子ポンプ１の外装体を構成してい
る。そして、この外装体の内部には、ターボ分子ポンプ１に排気機能を発揮させる構造物
である気体移送機構が収納されている。
　この気体移送機構は、大きく分けて、回転自在に軸支された回転部（ロータ部）と外装
体に対して固定された固定部から構成されている。
　また、図示しないが、ターボ分子ポンプ１の外装体の外部には、ターボ分子ポンプ１の
動作を制御する制御装置が専用線を介して接続されている。
【００１５】
　ケーシング２の端部には、当該ターボ分子ポンプ１へ気体を導入するための吸気口４が
形成されている。また、ケーシング２の吸気口４側の端面には、外周側へ張り出したフラ
ンジ部５が形成されている。
　また、ベース３には、当該ターボ分子ポンプ１から気体を排気するための排気口６が形
成されている。
【００１６】
　回転部は、回転軸であるシャフト７、このシャフト７に配設されたロータ８、ロータ８
に設けられた複数枚の回転翼９、排気口６側（ねじ溝式ポンプ部）に設けられたロータ円
筒部１０などから構成されている。なお、シャフト７及びロータ８によってロータ部が構
成されている。
　各回転翼９は、シャフト７の軸線に垂直な平面から所定の角度だけ傾斜してシャフト７
から放射状に伸びたブレードからなる。
　また、ロータ円筒部１０は、ロータ８の回転軸線と同心の円筒形状をした円筒部材であ
る。
　また、本発明の実施形態に係るロータ円筒部１０には、リング状のロータ円筒部補強リ
ング９０が配設されている。
　なお、本実施形態では、このロータ円筒部補強リング９０を配設する方法としては、圧
入、焼き嵌め（ロータ円筒部補強リング９０を温めて広げ、熱膨張の差を利用してロータ
円筒部１０へ入れる）、ロータ円筒部１０を冷やしてロータ円筒部補強リング９０へ入れ
る、接着剤を利用する、などが考え得る。
　ここで、ロータ円筒部補強リング９０の材料としては、ロータ円筒部１０よりもヤング
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率が高く、且つ線膨張係数（のび）が低い材料がよく、具体的には、繊維強化複合材料（
繊維強化プラスチック材、Ｆｉｂｅｒ　Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ）、ス
テンレス、チタンなどがある。
　特に、ロータ円筒部補強リング９０に繊維強化複合材料を利用する場合は、圧入を利用
する場合が多い。即ち、繊維強化プラスチック材を用いて製造されたロータ円筒部補強リ
ング９０の方がロータ円筒部１０よりも少し小さく製造されており、ロータ円筒部１０へ
圧入している。なお、繊維強化複合材料に用いられる繊維は、アラミド繊維（ＡＦＲＰ）
、ボロン繊維（ＢＦＲＰ）、ガラス繊維（ＧＦＲＰ）や炭素繊維（ＣＦＲＰ）、ポリエチ
レン繊維（ＤＦＲＰ）などがある。
【００１７】
　シャフト７の軸線方向中程には、シャフト７を高速回転させるためのモータ部２０が設
けられ、ステータコラム８０に内包されている。
　更に、シャフト７のモータ部２０に対して吸気口４側、および排気口６側には、シャフ
ト７をラジアル方向（径方向）に非接触で軸支するための径方向磁気軸受装置３０、３１
、シャフト７の下端には、シャフト７を軸線方向（アキシャル方向）に非接触で支持する
ための軸方向磁気軸受装置４０が設けられている。
【００１８】
　外装体の内周側には、固定部が形成されている。この固定部は、吸気口４側（ターボ分
子ポンプ部）に設けられた複数枚の固定翼５０と、ケーシング２の内周面に設けられたね
じ溝スペーサ７０などから構成されている。
　各固定翼５０は、シャフト７の軸線に垂直な平面から所定の角度だけ傾斜して外装体の
内周面からシャフト７に向かって伸びたブレードから構成されている。
　各段の固定翼５０は、円筒形状をした固定翼スペーサ６０により互いに隔てられて固定
されている。
　ターボ分子ポンプ部では、固定翼５０と、回転翼９とが互い違いに配置され、軸線方向
に複数段形成されている。
【００１９】
　ねじ溝スペーサ７０には、ロータ円筒部１０との対向面にらせん溝が形成されている。
　ねじ溝スペーサ７０は、所定のクリアランスを隔ててロータ円筒部１０の外周面に対面
しており、ロータ円筒部１０が高速回転すると、ターボ分子ポンプ１で圧縮されたガスが
ロータ円筒部１０の回転に伴ってねじ溝（らせん溝）にガイドされながら排気口６側へ送
出されるようになっている。即ち、ねじ溝は、ガスを輸送する流路となっている。ねじ溝
スペーサ７０とロータ円筒部１０が所定のクリアランスを隔てて対向することにより、ね
じ溝でガスを移送する気体移送機構を構成している。
　なお、ガスが吸気口４側へ逆流する力を低減させるために、このクリアランスは小さけ
れば小さいほど良い。
　ねじ溝スペーサ７０に形成されたらせん溝の方向は、らせん溝内をロータ８の回転方向
にガスが輸送された場合、排気口６に向かう方向である。
　また、らせん溝の深さは、排気口６に近づくにつれて浅くなるようになっており、らせ
ん溝を輸送されるガスは排気口６に近づくにつれて圧縮されるようになっている。このよ
うに、吸気口４から吸引されたガスは、ターボ分子ポンプ部で圧縮された後、ねじ溝式ポ
ンプ部で更に圧縮されて排気口６から排出される。
　このように構成されたターボ分子ポンプ１により、ターボ分子ポンプ１に配設される真
空室（図示しない）内の真空排気処理を行うようになっている。
【００２０】
（ｉｉ－１）第１実施形態
（ロータ円筒部補強リングの位置決め構造）
　図２は、本発明の第１実施形態に係る位置決め構造Ａを有するロータ円筒部１０の拡大
図である。
　図２の各図に示したように、本発明の第１実施形態に係るターボ分子ポンプ１では、ロ
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ータ円筒部１０にロータ円筒部補強リング９０の位置を決める（即ち、ロータ円筒部１０
にロータ円筒部補強リング９０を固定する）位置決め構造Ａを有する。
　図２（ａ）は、本発明の第１実施形態に係る位置決め構造Ａが、ロータ円筒部１０の上
部に配設される場合を示した図である。この場合、ロータ円筒部補強リング９０はロータ
円筒部１０の上部（吸気口４側）に配設される。
　より具体的には、本発明の第１実施形態に係る位置決め構造Ａには、ロータ円筒部１０
の回転翼９に対面する側の一部がロータ円筒部１０の下部（排気口６側）へのびる側面に
対して突出した突起部１００が形成されている。
　上述した構成により、本発明の第１実施形態に係るターボ分子ポンプ１では、ロータ円
筒部補強リング９０を有し、更に、ロータ円筒部補強リング９０を固定する位置決め構造
Ａとして突起部１００を有しているので、ターボ分子ポンプ１のロータ８やロータ円筒部
１０に生じた亀裂の進行を低減させ、ロータ８（ロータ円筒部１０）が分割するのを抑え
ることができる。更に、嵌め合い作業時の位置決めが容易になり組立性を向上させること
ができる。
【００２１】
　図２（ｂ）は、本発明の第１実施形態に係る位置決め構造Ａが、ロータ円筒部１０の下
部に配設される場合を示した図である。この場合、ロータ円筒部補強リング９０はロータ
円筒部１０の下部（排気口６側）に配設される。
　より具体的には、本発明の第１実施形態に係る位置決め構造Ａには、ロータ円筒部１０
の下部（排気口６側）に、長外径部１１１と短外径部１１２とにより形成された段差部１
１０が形成されている（外径寸法変化部）。なお、長外径部１１１及び短外径部１１２の
外径とは、共にロータ円筒部１０の外径を意味している。
　また、ターボ分子ポンプ１では、バランス修正のための質量を付加するために接着剤な
どを利用する場合がある。図２（ｂ）に示したような、ロータ円筒部補強リング９０をロ
ータ円筒部１０の下部に配設する構成であれば、当該ロータ円筒部補強リング９０をおも
りとして、削るなどしてバランス調整（修正）に利用してもよい。
　上述した構成により、本発明の第１実施形態に係るターボ分子ポンプ１では、ロータ円
筒部補強リング９０を有し、更に、ロータ円筒部補強リング９０を固定する位置決め構造
Ａとして段差部１１０を有しているので、ターボ分子ポンプ１のロータ８やロータ円筒部
１０に生じた亀裂の進行を低減させ、ロータ８（ロータ円筒部１０）が分割するのを抑え
ることができる。更に、嵌め合い作業時の位置決めが容易になり組立性を向上させること
ができる。また、バランスの修正を行うことができる。
【００２２】
　図２（ｃ）は、本発明の第１実施形態に係る位置決め構造Ａが、ロータ円筒部１０にお
ける上部（図２：ａ）と下部（図２：ｂ）の間に配設される場合を示した図である。
　このように、ロータ円筒部補強リング９０は、ロータ円筒部１０の上部又は下部に限る
ことなく、ロータ円筒部１０の中段（即ち、上部（図２：ａ）と下部（図２：ｂ）の間）
に配設される構成にしてもよい。
【００２３】
　また、上述した第１実施形態に係る位置決め構造Ａの各々に対して、更に、図３に示し
たように、応力集中の発生を低減させるために以下のような構造にすることができる。
（第１実施形態の変形例１）
　図３（ａ）及び（ｂ）は、本発明の第１実施形態の変形例１に係る位置決め構造Ｂを有
するロータ円筒部１０の拡大図である。
　本発明の第１実施形態の変形例１では、本発明の第１実施形態に係る位置決め構造Ａが
突起部１００である場合に、図３（ａ）に示すように、当該突起部１００とロータ円筒部
１０の排気口６側へのびる側面とで形成されるスミ部Ｓを滑らかな位置決め構造Ｂの構成
にする。つまり、急な段差が生じないように、突起部１００の最端部分（即ち、ロータ円
筒部１０の外径が最も大きいところ）からロータ円筒部１０にかけて曲線で構成する（Ｒ
形状にする）。
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　一方、本発明の第１実施形態に係る位置決め構造Ａが段差部１１０である場合には、図
３（ｂ）に示すように、長外径部１１１の排気口側６の面と短外径部１１２とで形成され
るスミ部Ｓを滑らかな位置決め構造Ｂの構成にする。つまり、急な段差が生じないように
、長外径部１１１から短外径部１１２にかけての角を曲線で構成する（Ｒ形状にする）。
　上述した構成により、本発明の第１実施形態の変形例１に係る位置決め構造Ｂを有する
ターボ分子ポンプ１では、突起部１００又は段差部１１０のスミ部ＳにはＲ形状が設けて
あるので、応力集中の発生を低減させることができる。
【００２４】
（第１実施形態の変形例２）
　図３（ｃ）は、本発明の第１実施形態の変形例２に係る位置決め構造Ｃを有する回転翼
９及びロータ円筒部１０の拡大図である。
　本発明の第１実施形態の変形例２では、図３（ｃ）に示すように、本発明の第１実施形
態に係る位置決め構造Ａ、又は、第１実施形態の変形例１に係る位置決め構造Ｂと、ター
ボ分子ポンプ１の回転翼９の最下段のブレード（回転翼）が一体となった構造になってい
る。つまり、ロータ円筒部補強リング９０を、回転翼９の最下段の底面に接触させて配設
しており、回転翼９のブレード自体が突起部１００を兼ねた構成である。
　上述した構成により、本発明の第１実施形態の変形例２に係る位置決め構造Ｃを有する
ターボ分子ポンプ１では、回転翼９の最下段ブレードが突起部１００と一体になってロー
タ円筒部補強リング９０の位置決めを行うので、嵌め合い作業の位置決めが可能になる。
　また、上述したスミ部ＳにＲ形状を設ける構成にする場合（即ち、位置決め構造Ｂにこ
の構成を適用させる場合）は、更に、応力集中の発生を低減させることができる。
【００２５】
　なお、上述した第１実施形態及び各変形例では、ロータ円筒部補強リング９０及び位置
決め構造（Ａ、Ｂ、又はＣ）の配設位置はロータ円筒部１０の上部（吸気口４側）又は下
部（排気口６側）としたが、これに限ることはない。ロータ円筒部１０の側面であればど
こでも配設可能であり、例えば、ロータ円筒部１０における中央部や全面であってもよい
。或いは、回転翼９の外周に配設してもよい。
　また、真空ポンプがロータ円筒部１０側にねじ溝を設けるタイプであれば、ロータ円筒
部補強リング９０にねじ溝を形成させる構成にすることもできる。
【００２６】
（ｉｉ－２）第２実施形態
（ロータ円筒部にテーパを設ける）
　図４は、本発明の第２実施形態に係るロータ円筒部１０の拡大図である。
　本発明の第２実施形態では、図４に示したように、第１実施形態に係る位置決め構造Ａ
～Ｃの少なくともいずれか１を備えるターボ分子ポンプ１のロータ円筒部１０の排気口６
側には、テーパ形状（テーパθ）を設ける。
　なお、本発明の第２実施形態に係るテーパθは、寸法管理及び作業の再現性を良好にす
るために、位置決め構造Ａ～Ｃにおける嵌め合い部αは平ら形状にする構成にした。しか
しながら、これに限ることはなく、ロータ円筒部１０の側面全面にわたってテーパθを形
成させる構成にすることも可能である。その場合は、ロータ円筒部補強リング９０にも、
当該ロータ円筒部補強リング９０がロータ円筒部１０と接触する部分（即ち、ロータ円筒
部補強リング９０の内径側の側面）にテーパ形状を設けることが望ましい。
　上述した構成により、本発明の第２実施形態に係るターボ分子ポンプ１では、円筒ロー
タ部１０の排気口６側からロータ円筒部補強リング９０を挿入して嵌合させる場合に、ロ
ータ円筒部１０の排気口６側にテーパ形状（テーパθ）が形成されているので、当該嵌め
合い作業が容易になる。また、更に、位置決め構造Ａ～Ｃにおける嵌め合い部αを平ら形
状に構成することで、寸法管理や作業の再現性を向上させることができ、ロータ円筒部補
強リング９０をロータ円筒部１０に、より確実に固定させることができる。
【００２７】
（ｉｉ－３）第３実施形態
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（ねじ溝スペーサにロータ円筒部補強リングの形状に合わせたクリアランス一定構造）
　図５は、本発明の第３実施形態に係る、ロータ円筒部補強リング９０に所定の強度を確
保しつつ、クリアランス一定構造を兼ね備えた構造Ｄ、構造Ｅ、及び構造Ｆを説明するた
めの図である。
　本発明の第３実施形態に係るターボ分子ポンプ１は、ロータ円筒部補強リング９０に所
定の強度を確保しつつ、ロータ円筒部１０（即ち、ロータ円筒部補強リング９０が嵌め合
わされた部分）とねじ溝スペーサ７０とのクリアランスが広がるのを抑止させるために、
当該クリアランスを一定に保つクリアランス一定構造を備える。
　図５（ａ）は、本発明の第３実施形態に係る構造Ｄを説明する図である。
　具体的には、本発明の第３実施形態に係る構造Ｄは、ロータ円筒部１０の吸気口４側に
形成された、ロータ円筒部１０に強度を確保するために所定の断面積をもつロータ円筒部
補強リング９０と、前記ロータ円筒部補強リング９０の外径変化に合わせて、ねじ溝スペ
ーサ７０に形成されたねじ溝スペーサ段差部７００とで構成される。
　本発明の第３実施形態の構造Ｄに係るロータ円筒部補強リング９０及びねじ溝スペーサ
段差部７００は、突起部１００により位置決めされたロータ円筒部補強リング９０とねじ
溝スペーサ７０との間のクリアランスを一定に保つよう形成される。より詳しくは、ねじ
溝スペーサ段差部７００は、ねじ溝スペーサ７０における内径が大きく形成された長内径
部７０１と、当該ねじ溝スペーサ７０における内径が長内径部７０１よりも小さく形成さ
れた短内径部７０２とで形成される。
　この構成により、図５（ａ）に示したように、ロータ円筒部補強リング９０は、断面積
又は体積を大きくすることができるので、例えばチタンなどの高価な材料を用いずとも、
所定の強度を持つことが出来る。また、ねじ溝スペーサ段差部７００は、突起部１００に
より位置決めされたロータ円筒部補強リング９０とねじ溝スペーサ７０との間のクリアラ
ンスを一定に保つ役割を果たし、真空ポンプの排気性能を低下させないことが可能になる
。
　なお、長内径部７０１とロータ円筒部補強リング９０で形成されるクリアランスと、短
内径部７０２とロータ円筒部１０とで形成されるクリアランスは、等しくなるように形成
されていることが好ましい。
　続いて、図５（ｂ）は、本発明の第３実施形態に係る構造Ｅを説明する図である。
　具体的には、本発明の第３実施形態に係る構造Ｅは、ロータ円筒部１０の吸気口４側に
形成された、ロータ円筒部１０に排気口側に行くに従い外径が段々と変化するロータ円筒
部補強リング９０と、前記ロータ円筒部補強リング９０の外径変化に合わせた、ねじ溝ス
ペーサ７０に形成されたねじ溝スペーサ段差部７００とで構成される。
　本発明の第３実施形態の構造Ｅに係るロータ円筒部補強リング９０及びねじ溝スペーサ
段差部７００は、突起部１００により位置決めされたロータ円筒部補強リング９０とねじ
溝スペーサ７０との間のクリアランスを一定に保つよう形成される。より詳しくは、ロー
タ円筒部補強リング９０の外径を吸気口４側から排気口６側に向かって次第に小さくなる
ように変化させる。その変化に合わせ、ねじ溝スペーサ７０に形成された内径部を７２１
、７２２、７２３と次第に変化する構成する。
　この構成により、図５（ｂ）に示したように、ロータ円筒部補強リング９０の強度を確
保しつつ、ねじ溝スペーサ段差部７００は、突起部１００により位置決めされたロータ円
筒部補強リング９０とねじ溝スペーサ７０との間のクリアランスを一定に保つことが出来
る。
　なお、長内径部７０１とロータ円筒部補強リング９０で形成されるクリアランスと、短
内径部７０２とロータ円筒部１０とで形成されるクリアランスは、等しくなるように形成
されていることが好ましい。
　また、ロータ円筒部補強リング９０及びねじ溝スペーサ段差部７００の構造は、構造Ｅ
では、ロータ円筒部補強リング９２及び段状内径部７２０が有する段差は３段階としたが
、これに限られることはない。
　また、図５（ｃ）で示す構造Ｆのように、段差部分をテーパ構造にしても良い。
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　なお、本発明の第３実施形態に係る構造Ｄ、構造Ｅ、構造Ｆのクリアランスは、諸条件
を鑑みて、通常、０．１ｍｍ～０．５ｍｍ程度の範囲で設定している。
【００２８】
　本発明の第３実施形態の構造Ｄでは、形成される領域を吸気口４側としたが、これに限
られることはない。
　図６は、第３実施形態の構造Ｄが、ロータ円筒部１０における軸方向下側（排気口６側
）にある場合を説明するための図である。
　例えば、図６に示したように、ロータ円筒部１０における軸方向下側にロータ円筒部補
強リング９０を配設する場合は、上述した軸方向上側（吸気口４側）に配設する場合と比
べると、ねじ溝スペーサ段差部７００における長内径部７０１と短内径部７０２の位置が
入れ替わる構成にすればよい。
【００２９】
　上述した構成により、本発明の第３実施形態に係るターボ分子ポンプ１では、ロータ円
筒部補強リング（９０、９１、９２）に所定の断面積をもたせ、強度を確保しつつ、ロー
タ円筒部１０とねじ溝スペーサ７０とのクリアランスが増加することなく当該クリアラン
スを一定に保つことができるので、排気性能の低下を防ぐことができる。
　なお、ガスが吸気口４側へ逆流する力を低減させるために、このクリアランスは小さけ
れば小さいほど良い。
【００３０】
（ｉｉ－４）第４実施形態
（ロータ円筒部補強リングの変形例：内周側に嵌め合い簡易化構造を設ける）
　図７（ａ）～（ｃ）は、本発明の第４実施形態に係るロータ円筒部補強リング９０ａ、
９０ｂ、９０ｃを説明するための図である。
　本発明の第４実施形態に係るターボ分子ポンプ１では、ロータ円筒部１０に位置決めさ
れるロータ円筒部補強リング９０は、ロータ円筒部１０とロータ円筒部補強リング９０と
を嵌め合わせる嵌め合い作業をし易くするための嵌め合い簡易構造を備える。
　なお、以下の説明では、上述したロータ円筒部補強リング９０（図２）の図を基にロー
タ円筒部補強リング９０ａ～９０ｃを説明するが、上述したロータ円筒部補強リング９１
及び９２に適用することも可能である。
　図７（ａ）には、嵌め合い簡易構造として、吸気口４側に配設される方の内周側にＣ面
取りＬが施されたロータ円筒部補強リング９０ａが図示されている。
　図７（ｂ）には、嵌め合い簡易構造として、吸気口４側に配設される方の内周側にＲ形
状Ｍが施されたロータ円筒部補強リング９０ｂが図示されている。
　図７（ｃ）には、嵌め合い簡易構造として、内周側において吸気口４側から排気口６側
に向かってテーパ形状Ｎが形成されたロータ円筒部補強リング９０ｃが図示されている。
【００３１】
　また、本第４実施形態は、上述した第１実施形態、第２実施形態、又は第３実施形態と
組み合わせることが可能である。
　なお、本第４実施形態と第１実施形態における位置決め構造Ｂとを組み合わせる場合（
即ち、ロータ円筒部補強リング９０ｂと位置決め構造Ｂのスミ部Ｓとの両方にＲ形状（曲
線）を設ける場合）は、ロータ円筒部補強リング９０ｂに形成されるＲ形状は、対面する
位置決め構造Ｂのスミ部Ｓに形成されるＲ形状よりも大きくすることが好ましい。
【００３２】
（ｉｉ－５）第５実施形態
（ロータ円筒部補強リングの変形例：外周に流線形状を設ける）
　図８は、本発明の第５実施形態に係るロータ円筒部補強リング９０ｄを説明するための
図である。
　図８には、排気性能の低下を防止する構造として、外周側における軸線下側（排気口６
側）の外径が小さくなった流線形状Ｏが形成されたロータ円筒部補強リング９０ｄが図示
されている。より詳しくは、吸気口４から移送されてくる気体の流れに沿った形状になる
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ように切断（除去）されている。この構成では、嵌め込まれた際に流路面積を狭め、コン
ダクタンス（ガスの流れやすさ）が低下することを抑制する事ができる。
　なお、上述した第４実施形態のロータ円筒部補強リング９０ａ～９０ｃ及び、第５実施
形態のロータ円筒部補強リング９０ｄ、及び９１、９２を含むロータ円筒部補強リングの
構成は、各々組み合わせてもよい。
　このように、第５実施形態に係るターボ分子ポンプ１では、コンダクタンスの低下を防
止する構造を備えているので、ロータ円筒部補強リングの強度を確保しつつ、ポンプの排
気性能が低下することを防ぐことができる。
　また、他の効果として、このように軸線下側（排気口６側）の外径が小さくなった構造
にする事で、ロータ８が外乱等で変動した際に、ねじ溝スペーサ７０等の固定部と接触す
ることを低減させることができる。
【００３３】
　以上説明した第１実施形態～第５実施形態は、各々組み合わせることで様々なタイプの
位置決め構造を構成することができる。
【００３４】
（ｉｉ－６）第６実施形態
（ねじ溝スペーサを縦割りの分割構造にする）
　図９及び図１０は、本発明の第６実施形態に係る分割構造を説明するための図である。
　本発明の第６実施形態は、一例として、上述した本発明の実施形態のうち、第３実施形
態の位置決め構造Ｄ（図６）を用いて説明する。
　図９は、ロータ円筒部補強リング９０と位置決め構造Ｄとが配設されターボ分子ポンプ
１を示した図である。
　ここで、図９に示したように、ロータ円筒部補強リング９０の外径がねじ溝スペーサ７
０の内径よりも大きく構成されている。そのため、この構成では、ロータ８を軸線上方（
吸気口４側）から組み立てようとすると、ロータ円筒部補強リング９０と、位置決め構造
Ｄを構成するねじ溝スペーサ段差部７００の短内径部７０２とが干渉し合う干渉部分Ｉが
形成される。このため、ねじ溝スペーサ７０の組み立て方法は制限される。
　したがって、ロータ８を組み付けた後にロータ円筒部補強リング９０を配設しなければ
ならなくなる。すると、圧入や焼き嵌めといった作業が非常に困難になる。なお、ロータ
円筒部補強リング９０をロータ円筒部１０に配設した後に組み立てた方が作業効率はよい
。
　そこで、本発明の第６実施形態では、図１０に示したように、ねじ溝スペーサ７０を縦
に分割した分割ねじ溝スペーサ７１の構成にする。
　本発明の第６実施形態に係る分割ねじ溝スペーサ７１であれば、上述した干渉部分Ｉが
あっても、外周側から組み立てることが可能になるので干渉が起こらない。なお、分割に
ついては、ねじ溝式ポンプ部において、少なくとも一部分が縦割りになっていればよい（
例えば、半円分割、複数等分分割、など）。
　この際、分割したねじ溝スペーサ７１の隙間から、ガスが漏れ、ポンプの排気性能が低
下するといったことが考えられるが、ねじ溝スペーサ７１の外周部にＯリングなどのシー
ル部材を設けたりする事で、ポンプ性能の低下は防止する事が可能となる。
　また、本第６実施形態では、一例として第１実施形態と第３実施形態の組合せを用いた
が、これに限ることはなく、位置決め構造がロータ円筒部１０の排気口６側に設けられて
いる構成であれば、他の様々な組み合わせの構成に対応可能である。
　上述した構造により、ロータ円筒部補強リング９０と分割ねじ溝スペーサ７１との接触
を防止することができるので、ロータ円筒部補強リング９０の配設位置にかかわらず組み
立てを容易に行うことが可能になる。
【００３５】
　図１１は、本発明の実施形態に係るねじ溝式ポンプの概略構成例（断面図）を示した図
である。
　上述した各実施形態（１～６）では、真空ポンプの一例としてターボ分子ポンプ１を用
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に適用することも可能である。
【符号の説明】
【００３６】
　　　１　ターボ分子ポンプ
　　　２　ケーシング
　　　３　ベース
　　　４　吸気口
　　　５　フランジ部
　　　６　排気口
　　　７　シャフト
　　　８　ロータ
　　　９　回転翼
　　１０　ロータ円筒部
　　２０　モータ部
　　３０、３１　径方向磁気軸受装置
　　４０　軸方向磁気軸受装置
　　５０　固定翼
　　６０　固定翼スペーサ
　　７０　ねじ溝スペーサ
　　７１　分割ねじ溝スペーサ
　７００　ねじ溝スペーサ段差部
　７０１　長内径部（ねじ溝スペーサ）
　７０２　短内径部（ねじ溝スペーサ）
　７１０　漸減内径部（ねじ溝スペーサ）
　７１１　漸減長内径部（ねじ溝スペーサ）
　７１２　短内径部（ねじ溝スペーサ）
　７２０　段状内径部（ねじ溝スペーサ）
　７２１　長内径部（ねじ溝スペーサ）
　７２２　長内径部（ねじ溝スペーサ）
　７２３　長内径部（ねじ溝スペーサ）
　　８０　ステータコラム
　　９０　ロータ円筒部補強リング
　　９１　ロータ円筒部補強リング
　　９２　ロータ円筒部補強リング
　９０ａ　ロータ円筒部補強リング
　９０ｂ　ロータ円筒部補強リング
　９０ｃ　ロータ円筒部補強リング
　９０ｄ　ロータ円筒部補強リング
　１００　突起部（ロータ円筒部）
　１１０　段差部（ロータ円筒部）
　１１１　長外径部（ロータ円筒部）
　１１２　短外径部（ロータ円筒部）
１０００　ねじ溝式ポンプ
２０００　ターボ分子ポンプ（従来）
２００１　ロータ円筒外周部（従来）
２００２　リング部材（従来）
２００３　ねじ溝スペーサ（従来）
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